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共助社会の実現に向けた
寄附金制度のあり方
日本社会における寄附行為は一定の広がりを見せているものの，

その制度的な位置付けや活用のあり方については，なお多くの課題
が残されている。他方，ふるさと納税を中心として，寄附金額が近
年増加傾向にあることも事実である。
わが国の寄附税制は，所得税，法人税，相続税の各分野において

制度が複雑化している。所得税では寄附先の区分や控除方式が多岐
にわたり，実務上の負担が大きい。ふるさと納税についても，居住
自治体の税収減や返礼品に係る課税の問題が指摘されている。法人
税においては損金算入限度額の計算の煩雑さや一般寄附金の取扱い
が課題とされ，相続税についても非課税措置の要件の厳格さが制度
利用を阻害している。
また，人口急減・超高齢社会を背景に，公益法人やNPO法人等へ
の遺贈の増加が見込まれる中，共助社会の実現に資する寄附金制度
の構築が求められている。
本特集では，現行の寄附税制が抱える問題点を整理し，社会構造

の変化を踏まえた寄附金制度のあり方について検討する。

1 ─ 寄附税制の現状と共助社会に向けた制度のあり方●佐藤主光
2 ─ 所得税制における寄附金制度の今後のあり方●田中啓之
3 ─ 清算型遺贈における課税関係の考察●清塚 樹

4 ─ 企業版ふるさと納税のこれまでの歩みと今後のあり方について
●植田皓太

5 ─ 相続税制における寄附金制度の今後のあり方●岩品信明
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特集 寄附税制の現状と共助社
会に向けた制度のあり方
佐藤　主光◉ 一橋大学大学院教授

1

 わが国の寄附金の現状

「共助」という言葉をネットで検索すると
「地域・近隣住民・コミュニティの仲間同士
が協力し，助け合うこと」という。一方，「共
助は介護保険などの制度化された相互扶助」
との説明もある。わが国では共助を後者の意
味で理解される方が多いように思われる。例
えば，厚生労働省「地域包括ケアシステムの
５つの構成要素と『自助・互助・共助・公
助』」（2013年３月）では「『公助』は税によ
る公の負担，『共助』は介護保険などリスク
を共有する仲間（被保険者）の負担であり，
『自助』には『自分のことを自分でする』こ
と」と説明されたりしている。互いに支え合
うにしても，国や自治体といった公的機関と
制度を介した（保険料の徴収を含めて）一定
の強制力を前提にしたものということなのだ
ろう。そのためか，わが国において自発的な
共助の意識は必ずしも高くない。
このことは寄附金に顕著に表れている。英

国「World Giving Index 2024」の2023年調査

によると，わが国で寄附を行った成人の割合
は17％となり対象142カ国中下位26カ国に留
まる（１）。また，内閣府の「市民の社会貢献
に関する実態調査報告書（2022年度）」でみ
ると「2021年の１年間における寄附経験の有
無」を訊いたところ「寄附をしたことがあ
る」との回答は35.3％，「寄附をしたことが
ない」は64.7％となった。「寄附をしたこと
がある」との回答者の間でも寄附回数は，
「２回」以下が過半数（56.2％），寄附金額は
年間5,000円未満が個人ベースで５割，世帯
単位でも４割強を占めた。総じて寄附金文化
がわが国に根差していないことが窺える。他
方，国際的に低水準ながらも，寄附金額自体
は増加傾向にある。日本ファンドレイジング
協会が刊行する『寄附白書2025』は（後述す
る）ふるさと納税を除く個人寄附が2024年に
は約7,533億円だったと報告している。2020
年の5,401億円よりも2,000億円余り増えた。
2016年と比べると５割増となっている。
かつて家族・地域コミュニティ単位での伝
統的な扶助の仕組みだったところ，近代国家
の形成のプロセスで共助が政府へ委託，つま
り「社会化」されたことが総じて寄附等の社

Ⅰ

（１）「この１ヶ月の間にボランティアをしたか」，「この１ヶ月の間に寄附をしたか」など３項目についてインタ
ビュー調査を実施した結果である。３項目合わせた総合ランクでみると2022年調査で142カ国中139位，2023
年調査では141位だった。



25

特集

共
助
社
会
の
実
現
に
向
け
た
寄
附
金
制
度
の
あ
り
方

ZEIKEN-2026.3（No.246）

特集 寄附税制の現状と共助社
会に向けた制度のあり方
佐藤　主光◉ 一橋大学大学院教授

1 会貢献が低調な理由として挙げられるかもし
れない。また，寄附金等による社会貢献は寄
附者本人に留まらず，社会全体が裨益するは
ずだ。この「外部性」が個人の選択に織り込
まれない分，その提供は「過小」になってし
まう。仮に人々が自発的に連帯する共助社会
の醸成が求められるとして寄附という個人の
主体的な行為を公的にはどのように関与，促
進するべきなのだろうか？ 本稿では，こう
した問題について経済学の観点から寄附税制
のあり方を中心に考えていく。

 寄附税制の現状

経済学上，租税の「公平性・中立性・簡素
性」の原則を超えて，経済活動に介入するよ
うな租税措置を講じるには外部性を含む「市
場の失敗」の矯正等の合理性が求められる。
さもなければ，「個人の寄附金は得の任意処
分性が高い」ということになろう。寄附税制
は「公益的な活動に対する個人の寄附を一層
促進する観点から」拡充が進められてきた。
無論，「公益的な活動」に社会的な価値があ
ればこそだ。現在，所得税法上，個人が（1）
「特定寄附金」に該当する寄附を行った場合，
その寄附金額から（2）2,000円を控除した額
が，（3）総所得金額の40％相当額を上限に所
得税の課税所得から（4）「所得控除」される。
ここで（1）「特定寄附金」は国又は自治体，
特定公益増進法人（例：社会福祉法人，日本

赤十字社）などへの寄附を指す。更に「特定
非営利活動促進法」でもって非営利団体
（NPO）の中でも所轄庁から「認定」を受け
た認定 NPO 法人も対象に加えられた（２）。
なお，特定寄附金のうち一定の要件を充足す
る公益法人等に対しては（5）所得控除に代
えて税額控除の選択が認められている。
OECD の報告書によると寄附金について所
得控除と税額控除を選択できるのは日本特有
という（３）。（他の OECD 諸国は所得控除か
税額控除のいずれか。）平成22年度改正で
5,000円から2,000円に引き下げられたが，
（2）控除額を設けるのはごく少額の寄附金を
対象とするのは「税務の執行上問題がある」
からとされてきた。控除対象となる（1）特
定寄附金の上限額は総所得金額の30％相当額
から平成19年度改正で40％相当額に引き上げ
られている。これは寄附金控除額を増加させ
る方向に働く。その寄附金控除は現行，（4）
所得控除だが創設当時（昭和37年度税制改
正）は税額控除だった。わが国ではしばしば
最低生活保障に係る控除は（担税力の観点か
ら）所得控除，「公平性・中立性・簡素性」
という課税原則からの例外としての政策的配
慮による控除は税額控除という主張がなされ
てきた。しかし，創設当時の制度が税額控除
だったのは，「その軽減方法は，所得控除の
方法によると累進税率の関係で高額所得者に
特に有利となるおそれがある」（４）というのは
興味深い。本来，同じことは現行の基礎控除
等，人的控除にも当てはまりそうだ。いずれ

Ⅱ

（２）政府税制調査会においても「社会の多様化が進み，様々な社会のニーズに柔軟に対応していくことが求め
られている中，行政部門だけでなく，民間による公益活動がその役割を担うことは，今後の我が国の社会の
活力を引き出すためにも望ましい」（政府税制調査会「抜本的な税制改革に向けた基本的考え方」（2007）８頁）
とされた。その一環として「現行の公益法人等に関する租税回避の防止措置をも考慮し，適切な措置を講じ」
つつ，所轄庁の認定を受けた認定NPO法人等に「寄附を行った個人・法人が寄附金控除等を受けることがで
きるようにする」ことを提言している（同21頁）。

（３）OECD (2020), Taxation and Philanthropy, OECD Tax Policy Studies, No. 27．
（４）上松公雄「寄附金控除における問題点に関する一考察」大原大学院大学研究年報18号（2024）67頁参照。
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にせよ，その後，昭和42年度改正を経て所得
控除に変わっている。（無論，寄附金は政策
減税であり，最低限の生活水準の保障とは何
の関わりもないはずだ。）
では，寄附金控除の利用状況はどうか？
国税庁「令和５年申告所得税標本調査」によ
ると寄附金控除の総額は3,700億円余りとな
る。年は違うが前掲『寄附白書』の金額（2000
年でもふるさと納税分を除いても5,401億円）
よりも少なくなっているが，2,000円以下の
少額の寄附金は控除の対象にならないことや
税額控除を選択した分は含まれていないこと
の他，寄附金控除制度への認知度に拠るかも
しれない。実際，寄附金控除制度を「利用し
なかった」と回答した者が利用しなかった一
番の理由としては「寄附金控除制度について
知らなかったから」（35.9％）が最も多いと
いう（前掲「市民の社会貢献に関する実態調
査」24頁）。図表１は寄附金控除の利用状況
を与えている。納税者に占める寄附金控除を
した割合は総じて合計所得金額が高くなるほ
ど増える傾向にある。合計所得金額1,500万
円超では割合が50％を超える。高所得層の間

で数値が安定しないのは，彼等の間での寄附
金行動だけではなく，申告納税者数の少なさ
に起因しているものと考えられる。（例えば合
計所得金額50～100億円は49人，同100億円超
は29人に過ぎない。）折れ線グラフは寄附金
控除の累積分布である。やはり合計所得金額
1,500万円辺りから顕著に上昇が見受けられ
る。寄附金控除額の増加が示唆される。納税
者１人当たりの寄附金控除額でみると合計所
得金額1,500～2,000万円で約23万円，１億円
以上の所得階層で100万円超，20億円以上で
は2,000万円を超える。（サンプルは少ないが
合計所得金額100億円超では控除額は11億円
余りに上る。）高所得者ほど寄附を行うだけ
の経済的余力があることに加えて，所得控除
の性格上，限界税率が高い高所得者にとって
減税効果が大きく働くこともありそうだ（５）。
経済学的にいえば，所得金額（経済的余力）
は「所得効果」，所得税の減税（寄附金控除）
は「価格（代替）効果」として寄附金額にプ
ラスの効果を及ぼすことになる。では，寄附
金を行う動機付けは何だろうか？

寄附金控除した納税者の割合（左軸） 寄附金控除の累積分布（右軸）

図表１ 寄附金控除の利用状況

出所：国税庁「令和５年申告所得税標本調査」より筆者作成
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 フィランソロピーの経済学

それが「フィランソロピー」である。フィ
ランソロピーとは，「社会貢献活動全般」を
指すもので，寄附や慈善活動以外にも社会的
課題の解決を目指して行う自発的で幅広い活
動を包括する（６）。経済学ではこれを「利他
的動機」として特徴付ける。ただし，利他的
であっても自己犠牲的な行為を意味するわけ
ではない。経済学では個人は一貫して自らの
効用の最大化を図るものと仮定される。この
効用の中に寄附金等の社会貢献が考慮される
のが特徴だ。ここで社会的課題の解決に繫が
る社会全体での寄附金総額と自身の寄附額が
区別される。前者は社会の構成員皆が裨益す
るという意味で「公共座」に相当する。後者
は “warm glow”と称されるが，貢献への個
人的な満足にあたる。
公共財とは誰かが提供すれば，他の人でも
対価を請求されることなく，受益できる財
貨・サービスを指す。例えば，地域の環境対
策に取り組む NPO 法人に寄附をしたとしよ
う。その結果，環境保全が進めば，寄附をし
ていない個人であっても利益を得ることがで
きる。その意味で他の構成員に正の「外部
性」を及ぼしている。そのため自分が寄附し
なくても他の誰かが自らの負担で寄附すれば
良いという「ただ乗り」の誘因を与えかねな
い。皆がそのように振る舞うならば，十分な
寄附金が集まらないことになる。そのため環

境を守れないとすれば，皆にとっての損失
だ。他方，“warm glow”はただ乗りの誘因を
抑える方向に働く。自ら寄附しなければ，効
用は得られないからだ。とはいえ，総じて寄
附行為が（社会的価値を織り込んだ効率的な
水準に比して）過小であり，寄附対象に社会
的な価値が見出されるならば，率先して寄附
する者には報いる（寄附行為に係る外部性を
「内部化」させる）仕組みが求められる。寄
附税制はその手段と位置付けられる。
無論，環境対策であれ，貧国対策であれ，
政府は社会的課題の解決に自ら支出を行う選
択肢もある。しかし，公的支出の増加はこれ
らを従前担っていた寄附金を減じる「クラウ
ディングアウト」を伴いかねない。これは個
人が公的支出に「ただ乗り」するだけではな
く，政府は寄附をしてきた個人へ課税して財
源調達することで彼等の可処分所得，よって
寄附への余力を減じることに起因する。加え
て，この課税には「超過負担（死荷重）」と
いう経済活動への阻害効果が伴う。仮に同じ
10億円の支出が必要として，税金を徴収して
充てるならば，10億円プラス超過負担の費用
が伴う。同じ10億円でも政府が課税するより
減税という形で民間の手元に残して寄附に充
てる方が社会的なコストは少なくて済む計算
だ。また，経済学では「隣人効果」と称され
るが，個人の選好（効用関数）は周囲の環境
によっても影響を受けることがある。寄附税
制で寄附行為が喚起されれば，フィランソロ
ピーの気運も高まって，社会的な課題を自分
事として率先して関わるようになることが期

Ⅲ

（５）いわゆる「一億円の壁」として知られるように合計所得金額が１億円超になると分離課税される譲渡益等
金融所得の比重が減るため所得税の平均負担率は低下する。他方，寄附金控除は最高税率45％の累進課税か
ら控除される。

（６）フィランソロピーの経済学についてはAndreoni (2000) “The economics of philanthropy”
https://www.researchgate.net/publication/4732908_The_economics_of_philanthropy
などが詳しい。
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待されよう。

 企業のフィランソロピー

企業の寄附行為についても簡単に言及して
おきたい。近年，企業には利益の追求に留ま
らず，環境保全，地域貢献，教育支援，寄附，
ボランティア活動など社会全体の課題解決へ
の貢献が求められている。企業の社会的責任
（CSR）の一環ともいえるが，CSR が企業の
人権への配慮など倫理規範の順守（コンプラ
イアンス）といった「義務」を含むのに対し
て，社会的な貢献は企業の事業の枠に留まら
ない「自発的」な取り組みを指す。個人同
様，こうした貢献を自発的に行うのには，企
業の利益に相反しない動機に拠るものと解釈
される。製造業であれば，工場における CO2
排出の抑制は地球環境問題への貢献として投
資家からも顧客からも評価されるだろう。
ESG 投資として知られる通り，投資対象と
して地球環境等への企業の活動を積極的に評
価する向きがある。直接事業に関わらない美
術館，楽団など文化・芸術活動への支援（メ
シナ）も企業への好感度を高めて，企業価値
を高めたりする。
税制もこうした企業の社会貢献への優遇措
置を講じてきた。国や自治体への寄附金はそ
の全額が損金になる他，独立行政法人，日本
赤十字社等特定公益増進法人に対する寄附に
ついては（ⅰ）資本金及び資本準備金の額の
0.375％と所得金額の6.25％の合計額の２分
の１を上限に法人所得からの損金算入が認め
られる。この上限額を超えた部分は一般寄附
と同じ扱いにある。その一般寄附金で損金算
入される上限額は（ⅱ）資本金及び資本準備

金の額の0.25％と所得金額の2.5％の合計額
の４分の１に等しい。
また，2016年度にはいわゆる「企業版ふる
さと納税」が創設されている。国が認定した
自治体による地方創生の取り組みへの寄附に
対して法人税・地方法人二税から税額控除で
きる仕組みである。創設当初の税額控除は寄
附額の６割だったが，2020年度の税制改正で
９割まで引き上げられた。寄附だけではな
く，専門的知識のある企業人材の自治体等へ
派遣する「人材派遣型」もある。寄附金同
様，派遣に係る人件費相当額の最大９割が税
額控除される。こうした企業版ふるさと納税
の2024年度の寄附実績は金額が前年度比約
1.3倍の約631.4億円，件数が約1.3倍の18,457
件となるなど金額・件数ともに増加傾向にあ
る（７）。
企業による寄附は地域貢献などに留まら

ず，企業が展開する市場（経済）の持続可能
性にも寄与するかもしれない。社会の高齢化
が進む中，例えば，スーパーを含む小売りの
顧客にも高齢者が増えてきた。彼等が健康で
あり続けなければ，外出しての買い物は難し
い。彼等の健康確保は小売り業にとっては顧
客の維持に繫がる。地元自治体や NPO 団体
による高齢者の健康事業への援助はその一環
となろう。物流の観点からすれば，地域の道
路施設等のインフラは輸送の安全性と迅速性
に欠かせない。ここ数年，老朽化による道路
の陥没事故の報告が増えてきた。宅配・ト
ラック等の物流事業者あるいは物流を多く利
用する企業が自治体のインフラ整備に支援を
行う理由がある。法人税等を通じてこれらの
財源を既に負担している面はあるものの，寄
附であれば，企業は自らにとって好ましい分
野を選ぶことができる。無論，高齢者の健康

Ⅳ

（７）内閣府・内閣官房「地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の令和６年度寄附実績について（概要）」（令
和７年９月19日）１頁。
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であれ，インフラ整備であれ，その利益は広
範に及ぶため，各企業には（当該企業が地元
経済で独占的な地位にない限り）他の企業の
寄附に「ただ乗り」する誘因が生じかねな
い。であればこそ，寄附税制を活用する余地
があるだろう（８）。

 ふるさと納税は寄附金か？

現在，わが国で最大の寄附金は（個人版
の）「ふるさと納税」である。前掲『寄附白書』
によると，2025年の個人寄附額の総額２兆
261億円の中でふるさと納税は１兆2,728億円
と６割強を占める。2008年に開始されたふる
さと納税の理念は「お世話になった地域への
恩返し」であり，「応援したい自治体へのサ
ポート」だった。寄附の使途・事業等を指定
できることから納税者自らが「その使われ方
を考えるきっかけとなる制度」であるととも
に，「自治体が国民に取り組みをアピール」
することで，ふるさと納税に選んでもらうに
相応しい「地域のあり方をあらためて考える
きっかけ」になることが期待されてきた。で
はふるさと納税は前述のフィランソロピーに
適うのか？ 答えは明確に否だ。
ふるさと納税の実態は理念からかけ離れて
いる。その実態とは自治体が手厚い返礼品を
提供することで，ふるさと納税の獲得を図
り，寄附する側も応援したい自治体やお世話
になった自治体ではなく，好みの特産物が返
礼される自治体を寄附先に選んだりしている
現状だ。返礼品の種類で納税先を選べるサイ
トやふるさと納税で生活品を取り寄せるガイ
ドブックもある。もはや，ふるさと納税は寄

附ではなく，「官製通販」の性格が強い。
元々寄附は寄附先の団体・個人の活動や理念
への共感や誰かのために役立ちたいという利
他心から行われるものである。行動経済学で
は「内発的動機」という。対照的に返礼品は
金銭的動機付けにあたる。この金銭的動機は
内発的動機を損なうかもしれない。さもなけ
れば「ふるさとへの恩返し」を含めて自発的
になされたふるさと納税が返礼品目当てに変
わってしまう。内発的動機がクラウディング
アウトされかねない。
加えて，ふるさと納税は高所得者に有利な
仕組みとなっている。個人は①2,000円を差
し引いた金額を所得税と（翌年度）自分が住
んでいる自治体の個人住民税（所得割）から
控除できる。通常の寄附金控除に加え②住民
税（所得割）税額の２割を上限に特例控除が
講じられる結果，寄附額マイナス2,000円が
全額減税される。つまり，本人の負担は
2,000円に留まる計算だ。当然，住民税の納
税額の多い高所得者ほどふるさと納税でもっ
て高価な返礼品を受け取ることができる。高
級ホテルの宿泊券や宝石貴金属，自動車な
ど，超高額返礼品を提供する自治体も相次い
でいるという（産経新聞2025年12月９日）。
他方，非課税世帯など低所得者にはふるさと
納税を行う余地がない。個人住民税が「地域
社会の会費」であることを鑑みれば，高所得
者がこの会費を払わないで済むのは公平に適
わない。高所得者優遇の批判を受け，政府・
与党は2026年度税制改正大綱の中で，ふるさ
と納税の控除額に上限を設ける方向で調整に
入った（時事通信2025年12月２日）。
返礼品については地場産業の発展に繫がる
ものと評価する向きも少なくない。総務省自

Ⅴ

（８）本件は筆者が2025年８月に島根県の自治体で現地調査を行った際に得た示唆である。その地域では地元の
有力（独占的な）企業が地域の高齢者の健康増進の活動を支援することで，自分たちの市場の維持を図って
いる旨の報告があった。
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身，「地域資源を活用し，地域の活性化を図る
ことがふるさと納税の重要な役割でもある」
（総務大臣通知（平成30年４月１日））ことは
認めている。ふるさと納税は地元の特産をア
ピールする契機という意見もあるだろう。
もっとも，アピールするなら2,000円ではな
く市場価格でもって売れる特産物でするべき
だろう。また，返礼品で寄附を募るようでは
長い目でみて自分たちの地域の「サポーター
づくり」にはならない。他の自治体が魅力
的・高額な返礼品を出したりすれば安定的に
寄附を募ることも難しくなる。図表２は各自
治体のふるさと納税受入額とその後年の受入
額との間の相関係数を与えている。サンプル
は全都道府県・市町村である。異なる年度間
（例：平成26年度と令和６年度）での当該年
度平均に比したふるさと納税額の相関を示し
ている（９）。この相関係数は年を追うごとに
低下する傾向が見受けられる。例えば，2014
（平成26）年度にふるさと納税の受入額と５
年後（令和元年度）の受入額との相関は0.26，
10年後（令和６年度）との相関は0.17に過ぎ
ない。今年度，ふるさと納税を平均より多く
受け入れても，後年度，（平均に比べて）高

い金額を確保できていないことが示唆される。
過熱する返礼品競争に対して，総務省は地
方税法を改正，「ふるさと納税の対象となる
地方団体を総務大臣が指定」するものとした
上で，指定の基準として①返礼品が寄附額の
３割以下で，②返礼品の他，広報，決済，事
務経費等に掛かる費用を加えた経費総額が５
割以下であること，及び③返礼品は地場製品
であることを定めた（地方税法第37条の２）。
これらの基準に反する自治体はふるさと納税
の制度から除外される。（これらの自治体に
寄附しても控除の対象にはならない。）2025
年には返礼品の基準に違反したとして，岡山
県総社市，佐賀県みやき町，長崎県雲仙市，
熊本県山都町が２年間指定の取り消しを受け
た。このうち総社市は返礼品が４割に，残り
の３市は送料が嵩むなどして経費総額が５割
を超えたことに拠る（時事通信2025年９月26
日）。多くの自治体は指定基準を満たすとは
いえ，返礼品を含む経費総額は令和６年度実
績でふるさと納税受入金額１兆2,728億円の
46.4％と大きな割合を占めている（総務省
「ふるさと納税に関する現況調査結果」（令和
７年７月31日））。うちポータルサイト運営事

（９）全国的なふるさと納税額の経年変化（時間の経過に伴い増加）は相関係数に影響しない。

図表２ 相関係数

出所：「ふるさと納税ポータルサイト」より筆者作成
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業者に支払った費用は1,656億円（寄附金額
の13.0％）に上る。自治体財源として残るの
は6,826億円に留まる。こうした運営事業者
の多くが首都圏に所在していることを勘案す
れば，ふるさと納税の制度が地方への支援で
はなく，都市圏の新たなビジネスモデルに
なっている様相だ。

 寄附税制と共助社会

税が公平性・中立性・簡素性の原則から外
れて課税を行うのは，一般に市場（民間）経
済の機能を矯正する狙いがある。仮に社会的
に有益な活動への寄附金が過小になっている
ならば，寄附税制でもって喚起することには
一定の経済的合理性が見出せよう。ややもす
れば，何事も政府任せになりがちな社会の風
潮を変え，社会的な課題の解決に積極的に関
与するフィランソロピーの醸成にも繫がり得
る。ただし，ふるさと納税の返礼品はこの
フィランソロピーに適わない。返礼品の廃止
を含めた抜本的な見直しが急務である。な
お，「最適課税論」の観点からすれば，寄附
税制が所得控除の形をとる必然性はない。
Saez（2004）は線形に仮定された所得税率

とは独立に寄附に係る外部性を内部化させる
ような（及び政府の直接支出によるクラウ
ディングアウト効果を考慮した）寄附金控除
率のフォーミュラを導出している（10）。所得
控除は高所得者に有利に働きやすい。図表１
で見たように彼等が寄附金の主な担い手とし
ても，過度な優遇は税として不公平であろ
う。（寄附金額の一定割合を減税するような）
税額控除を含めて，より柔軟な控除の仕組み
を考えても良いのかもしれない。特に税額控
除であれば，所得税の限界税率の低い，よっ
て所得控除では減税額が少ない低所得者にも
恩恵が及びやすい。クラウドファンディング
を含めて全ての所得層で幅広く寄附を募るこ
とに寄与する可能性もある。前述の通り，民
間の寄附と公的支出が競合する分野では「ク
ラウディングアウト」が生じ得る。他方，公
的支援の及ばない分野（例えば，子どもやマ
イノリティの貧困など）での慈善活動を促す
ならば，寄附金控除は公的支出を補完する機
能を果たすことになろう。無論，寄附金控除
は（税収を減らす形での）「租税支出」であ
る以上，その使途や効果について政府は説明
責任を果たさなければならない。寄附税制に
対する信認を確保するためにも必須といえる。

Ⅵ

（10）Saez, E. (2004) “The optimal treatment of tax expenditures,” Journal of Public Economics, Elsevier, vol.
88 (12), pages 2657‒2684.
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特集 所得税制における寄附
金制度の今後のあり方
田中　啓之◉ 大阪大学准教授

2

所得税制における寄附金制
度の概要

所得税法では，居住者が，①国若しくは地
方公共団体に対する寄附金，②公益社団法
人，公益財団法人その他公益を目的とする事
業を行う法人等に対する寄附金のうち，財務
大臣が指定したもの（いわゆる指定寄附金），
③公共法人，公益法人等その他特別の法律に
より設立された法人のうち，「教育又は科学
の振興，文化の向上，社会福祉への貢献その
他公益の増進に著しく寄与するもの」に対す
る当該法人の主たる目的である業務に関連す
る寄附金，及び④公益信託の信託財産とする
ために支出した当該公益信託に係る信託事務
に関連する寄附金（令和６年法律第８号によ
る改正。後述Ⅳ）を支出した場合，当該寄附
金は，「特定寄附金」として寄附金控除の対
象とされており，その年中に支出した特定寄
附金の額の合計額（総所得金額等の40％に相
当する金額が限度）から2,000円を控除した
金額をその年分の総所得金額等から控除する
こととされている（78条１項，２項）。
また，租税特別措置法では，個人が，①政

治資金規正法４条４項に規定する政治活動に
関する寄附をした場合，②認定特定非営利活
動法人等に対し特定非営利活動に係る事業に
関連する寄附をした場合，当該寄附に係る支
出金は，特定寄附金とみなす旨の規定のほ
か，③政党等に対する寄附金，④特定非営利
活動に関する寄附金，⑤公益社団法人等に対
する寄附金について，寄附金額の40％（30％）
を上限とする所得税額の特別控除（④と⑤は
平成23年法律第82号による改正）等が定めら
れている。
更に，地方税法では，いわゆるふるさと納
税に関して，所得割の納税義務者が，都道府
県に対する寄附をした場合，当該寄附金の額
の合計額から2,000円を控除した金額のうち，
４％（指定都市の場合には２％）に相当する
金額（＋特例控除額）を道府県民税の所得割
の金額から控除し，６％（同８％）に相当す
る金額（＋特例控除額）を市町村民税の所得
割の金額から控除する旨が定められている
（37条の２，314条の７）（１）。
以上のうち，本稿では，編集委員会から示
された「特集趣旨」を踏まえて，ふるさと納
税及び政党等寄附金に関する現在の状況を整
理した上で，新公益信託法（２）の成立に伴う

Ⅰ

（１）制度のより詳細について，例えば，参照，武本優「ふるさと納税制度の仕組みと現状について」地方税76
巻１号（2025年）222頁。
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特集 所得税制における寄附
金制度の今後のあり方
田中　啓之◉ 大阪大学准教授

2 寄附金控除の改正についても整理を図る（３）。

 ふるさと納税

（1）現況及び改正の経緯等
ふるさと納税は，平成20年法律第21号によ
る地方税法の改正により，従来の道府県及び
市区町村等に対する寄附金税制の抜本的な拡
充という形で導入された制度である（平成20
年５月１日施行）（４）。その受入額及び受入件
数は，ともに増加傾向にあり，総務省の現況
調査によれば，令和６年度の実績は，受入額
が約１兆2,728億円，受入件数が約5,879万件
である（５）。
しかし，ふるさと納税の受入額の推移は，
平成25年度までは概ね100億円前後と低調で
あり，その急激な増加が見られるのは，平成
27年度以降である。これは，ふるさと納税の
導入当初において，寄附に対する特典は，記
念証の発行・名誉称号の付与，地域情報の提
供等に止まり，返礼品の提供等について否定
的な地方団体も多数であったこと等による。
ところが，その後返礼品の提供等を誘因と

して寄附金を募集する地方団体が一般化した
こと，平成27年法律第２号によるワンストッ
プ特例制度の導入により手続の簡素化が図ら
れたこと等の結果として，ふるさと納税の利
用は急増し，平成30年度の実績は，受入額が
約5,127億円，受入件数が約2,322万件を記録
するまでに至った。
他方において，その過程では，一部の地方
団体から極めて高い返礼割合が提供される等
の過度な返礼品競争も生じており（６），平成
29年総務大臣通知（７）では，「寄附金が経済的
利益の無償の供与であること」を踏まえた
「良識ある対応」が要請され，平成30年総務大
臣通知（８）では，返礼品は地場産品であること
が要請される等，ふるさと納税制度の趣旨に
反する運用の実態が問題視されるに至った（９）。
そこで，平成31年法律第２号による地方税
法の改正により，総務大臣は，ふるさと納税
（特例控除対象寄附金）の対象となる道府県
等を地方財政審議会の意見を聴いた上で指定
する制度が導入されるに至り，その基準とし
て，①寄附金の募集を適正に実施すること
（募集適正基準），②返礼品等の調達に要する
費用の額は寄附金の額の30％に相当する金額

Ⅱ

（２）公益信託に関する法律（令和６年法律第30号）。立案担当者による解説として，古谷真良編（太田道寛＝藤
井梨絵＝大塚一輝著）『概説 新しい公益信託法』（金融財政事情研究会，2025年）。他の解説として，星田寛
編（菊永将浩＝金森健一＝高杉尚志＝小林敬著）『新しい公益信託の教科書』（日本法令，2025年）。

（３）なお，平成28年度改正までにおける寄附金制度の動向等については，渡辺徹也「最近の税制改正における
寄附金の扱い ─ 大学等への寄附・ふるさと納税・格差問題を中心に」税務事例研究156号（2017年）28頁。
その後の動向等については，藤谷武史「公益法人制度改革後の寄附金税制の展開と課題」税研206号（2019年）
48頁。

（４）導入の経緯等について，総務省「ふるさと納税研究会報告書（平成19年10月）」，佐藤英明「『ふるさと納税
研究会報告書』とふるさと納税制度」ジュリスト1366号（2008年）157頁。

（５）総務省自治税務局市町村税課「ふるさと納税に関する現況調査結果（令和７年度実施）」（令和７年７月31日）。
（６）例えば，平成27年度以降受入額が急速に増加した泉佐野市では，提供した1026品目の返礼品の返礼割合は
平均43.5％であり，うち745品目は地場産品でなかったという。最判令和２年６月30日民集74巻４号800頁。

（７）「ふるさと納税に係る返礼品の送付等について」（平成29年４月１日付け総税市第28号）。
（８）「ふるさと納税に係る返礼品の送付等について」（平成30年４月１日付け総税市第37号）。
（９）平成31年改正前の議論として，佐藤英明「『ふるさと納税』について：現状と問題解決の方向性」地方財政
56巻４号（2017年）４頁。
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以下であること（返礼割合基準），③返礼品
等はいわゆる地場産品であること（地場産品
基準）等が法定された（地方税法37条の２第
２項各号，314条の７第２項各号）（令和元年
６月１日施行）。
また，各基準の詳細については，法律の委
任に基づき平成31年総務省告示第179号（10）が
発出されており，①ふるさと納税制度の趣旨
は，「ふるさとやお世話になった地方団体に
感謝し，若しくは応援する気持ちを伝え，又
は税の使い道を自らの意思で決めることを可
能とすること」（１条）であること，②地方
団体は，寄附金の募集として「返礼品等……
を強調した寄附者を誘引するための宣伝広
告」を行わないこと（２条１号ロ），③「寄
附金の募集に要した費用」の額の合計額は寄
附金の額の合計額の50％に相当する金額以下
であること（２条２号），④返礼品等の調達
に要する費用の額は「支出の名目にかかわら
ず，当該地方団体が当該返礼品等の数量又は
内容に影響するものである場合には，当該支
出した額を含む」こと（４条１号）等が定め
られた（11）。

（2）返礼品の法律関係
（a）贈与契約
平成29年総務大臣通知では，ふるさと納税
に係る寄附は，「経済的利益の無償の供与」

であり，「返礼品の送付がある場合でも，そ
れが寄附の対価としてではなく別途の行為と
して行われているという事実関係であること
が前提」である旨が示されていた。
また，近年の裁判例では，地方団体による
返礼品不交付を理由とする損害賠償請求事件
において，寄附者と地方団体の間には（法定
返礼割合の範囲内における）返礼品の贈与契
約が成立しており，地方団体は返礼品を交付
できない場合債務不履行に基づく損害賠償義
務を負う旨の判断が示されている（12）。

（b）課税関係
他方，返礼品に係る経済的な利益は，返礼
品を寄附の対価と評価しない限り，一時所得
に該当することは，平成29年総務大臣通知で
も確認されており，裁判例等でも同様の判断
が示されている（13）。

（3）税財政上の諸問題
ふるさと納税制度の仕組みによると，各地
方団体は，寄附の受入額より住民税に係る税
額控除額の方が大きくなれば，財源の流出超
過となる。そこで，地方交付税の交付団体に
は，ふるさと納税による減収分の75％を補塡
する仕組みが存在する（14）。しかし，以上の
ようなふるさと納税に係る税財政上の諸問題
については，本企画の特集趣旨から逸れるた
め，これ以上は論じない（15）。

（10）なお，最判前掲註（５）により，同告示２条３号のうち，平成31年法律第２号の施行前における寄附金の
募集及び受領について定める部分は，地方税法37条の２第２項の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無
効であると判断されている。その後，同告示は，令和２年総務省告示第211号，令和４年総務省告示第203号，
令和５年総務省告示第141号，同第244号，令和６年総務省告示第203号，令和７年総務省告示第220号等によ
り改正されている。

（11）以上の改正について，渡辺徹也「令和時代のふるさと納税：平成31年度改正を中心に」地方税70巻６号
（2019年）２頁，同「新しくなった『ふるさと納税』制度」法学教室470号（2019年）37頁。

（12）東京高判令和５年７月19日判例地方自治518号39頁，横浜地裁川崎支判令和７年１月21日令和５年（ワ）第
1042号。

（13）国税不服審判所裁決令和４年２月７日裁決事例集126集17頁，横浜地判令和６年２月14日未公表（長島弘
「判批」月刊税務事例57巻８号（2025年）17頁），同控訴審東京高判令和６年12月11日未公表。
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 政党等寄附金

（1）概要
個人が，政治資金規正法４条４項に規定す
る政治活動に関する寄附をした場合，当該寄
附に係る支出金のうち，①同法３条２項に規
定する政党，②同法５条１項２号に掲げる政
治資金団体，③同法３条１項１号に掲げる団
体で，国会議員が主宰するもの又はその主要
な構成員が国会議員であるもの（いわゆる政
策研究団体を含む），④同法３条１項２号に
掲げる団体のうち，公職にある者又は公職の
候補者若しくは公職の候補者となろうとする
者を推薦し又は支持することを本来の目的と
するもの（いわゆる後援会）に対するもの
で，①同法12条又は17条の規定による報告書
により報告されたもの，及び②公職の候補者
として公職選挙法の規定により届出のあった
者に対し当該公職に係る選挙運動に関してさ
れたもので，同法189条の規定による報告書
により報告されたものは，特定寄附金とみな
して，寄附金控除の対象とされている（租税
特別措置法41条の18第１項）。
ただし，（令和７年法律第２号による改正

前から）①政治資金規正法の規定に違反する

こととなるもの，及び②その寄附をした者に
特別の利益が及ぶと認められるものは，寄附
金控除の対象から除かれており（同項柱書括
弧書き），行政解釈では，②については，例
えば，「公職の候補者が，自己の資金管理団
体や後援会に対してする寄附」及び「公職の
候補者が，お互いに相手方の資金管理団体や
後援会に対してする寄附」が，これに該当す
ると解されていた（16）。

（2）公職の候補者からの特定政党支部に対
する寄附

他方，令和５年11月頃から，自由民主党の
一部の派閥が，政治資金パーティーの対価に
係る収入の一部を収支報告書に記載していな
かったこと，派閥に所属する一部の国会議員
の政治団体が派閥から受け取った寄附の一部
を収支報告書に記載していなかったこと等が
問題とされ，第213回常会において，「政治資
金規正法等の一部を改正する法律」（令和６
年法律第64号）が成立した。
更に，令和６年10月27日執行の衆議院議員
総選挙後，第216回臨時会では，いわゆる政
策活動費を禁止する「政治資金規正法等の一
部を改正する法律」（令和７年法律第１号）
とともに，令和６年法律第64号附則16条２項
に規定された項目の検討結果として，「政治

Ⅲ

（14）参照，三角政勝「自己負担なき『寄附』の在り方が問われる『ふるさと納税』」立法と調査371号（2015年）
69頁。なお，地方団体が特別交付税の額の決定の取消しを求める訴えは，裁判所法３条１項にいう法律上の
争訟に当たる。最判令和７年２月27日民集79巻２号556頁。また，本件における本案の争点であった平成31年
省令第20号等による「特別交付税の減額措置」の適法性については，今本啓介「ふるさと納税の寄附金過多
による特別交付税の減額措置に関する一考察」税研235号（2024年）16頁。

（15）ふるさと納税については，以上の諸問題のほかにも，法学以外の視点を含む多数の研究がある。法学の研
究として，例えば，税75巻９号（2020年）における「特集 検証ふるさと納税」のほか，平川英子「ふるさ
と納税の目的と効果，限界」税研183号（2015年）96頁，髙橋祐介「ふるさと納税と負の課税」都市問題107
巻４号（2016年）62頁，同「ふるさと納税制度の一考察：意義とあるべき姿」地方財務771号（2018年）64頁，
碓井光明「『ふるさと納税制度』（ふるさと応援寄附金）管見」ジュリスト1553号（2021年）76頁，片上孝洋
「『ふるさと納税』から見る『地方自治』に関する憲法問題」修道法学47巻２号（2025年）23頁。

（16）国税庁「タックスアンサーNo.1154政治献金と寄附金」（https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/
shotoku/1154.htm）（2026年３月２日最終閲覧）。
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資金規正法等の一部を改正する法律」（令和
７年法律第２号）が成立し，令和８年１月１
日以後，公職の候補者が特定政党支部（公職
選挙法12条に規定する「選挙区の区域又は選
挙の行われる区域を単位として設けられるも
の」のうち，その代表者が当該公職の候補者
であるもの）に対してする寄附は，寄附金控
除の対象から除外された（改正後の租税特別
措置法41条の18第１項柱書括弧書き）（17）。
その理由として，衆議院本会議では，法案
を提出した自由民主党・無所属の会所属の議
員から，「公職の候補者自らが代表を務める
政党選挙区支部に対して行う寄附について
は，与野党問わず行われてきて，中には控除
を受けてきた者もあり，決して望ましいこと
ではないことから，寄附金控除の特例等の適
用対象から除外する」旨が説明されている（18）。

 公益信託

最後に，「共助社会の実現に向けた寄附金
制度のあり方」と題された本特集の趣旨を踏
まえれば，新公益信託法の成立に伴う寄附金
制度の改正についても整理を図る必要がある。
令和６年法律第30号により成立した新公益
信託法は，「新しい時代の公益法人制度の在

り方に関する有識者会議」（内閣府）の「最
終報告（令和５年６月２日）」で示された「公
益信託制度を公益認定制度に一元化し，公益
法人認定法と共通の枠組みで公益信託の認
可・監督を行う仕組みとすることで，民間に
よる公益的活動に関する選択肢を多様化し，
活性化するための環境を整備する」という基
本方針を踏まえて整備が図られており，令和
６年度税制改正では，所得税等の課税関係
も，公益信託の受託者は公益法人における公
益目的事業以外の事業に相当する信託事務を
行えないこと（８条１号），信託の終了時に
委託者に信託財産が帰属しないこと（８条13
号）（いわゆる cy-près doctrine（19））を踏ま
えて，公益法人等に関する課税関係と整合的
な形で整備が図られた（令和８年４月１日施
行）（20）。
具体的には，令和６年法律第８号による改
正前の所得税法では，特定目的信託のうち，
その目的が教育又は科学の振興，文化の向
上，社会福祉への貢献その他公益の増進に著
しく寄与する一定のもの（「認定特定公益信
託」）の信託財産とするために支出した金銭
は，特定寄附金とみなして寄附金控除の対象
とされており，特定公益信託とは，「公益信
託ニ関スル法律」に規定する公益信託で，信
託の終了の時における信託財産がその信託財

Ⅳ

（17）改正の経緯等について，衆議院法制局法制企画調整部基本法制課長による解説として，牛山敦「令和６・
７年政治資金規正法改正の概要と変更点」（https://www.businesslawyers.jp/articles/1455）（2026年３月２日
最終閲覧）。

（18）第216回臨時会衆議院本会議第７号発言番号023［井出庸生］。
（19）日本におけるシプレ法理の研究として，海原文雄「人種差別公益信託の新解釈」法政研究39巻２＝４号
（1973年）219頁（243頁以下），中野正俊「英法における Cy-Pres Doctrine（所謂可及的近似解釈の原則）に
ついて」信託104号（1975年）87頁，野口昌宏「公益信託財産における Cy pres 原則について」法政論叢23巻
（1987年）117頁，瀬々敦子「イギリス信託法における受託者団体の財産帰属形態と cy-pres 理論」信託179号
（1994年）28頁，木村仁「公益信託の変更について：アメリカ法におけるシ・プレ原則を中心に」法と政治68
巻４号（2018年）869頁等。シプレ法理の起源に関する近年の注目すべき研究として，Caroline R. Sherman,
The Uses of the Dead: The Early Modern Development of Cy- Près Doctrine, The Catholic University of
America Press 2018.

（20）財務省「令和６年度税制改正の解説」98頁参照。
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産に係る信託の委託者に帰属しないこと及び
その信託事務の実施につき一定の要件を満た
すものであることについてその公益信託に係
る主務大臣等の証明を受けたもの（旧所法78
条３項，旧所令217条の２）とされていた。
これに対し，新公益信託法では，主務官庁
制（主務官庁の許可による公益信託の成立）
が廃止されるとともに，公益法人と共通の行
政庁及び同様の基準による認可・監督制等が
創設されたことを受けて，改正後の所得税法
では，「公益信託の信託財産とするために支
出した当該公益信託に係る信託事務に関連す
る寄附金」（新所法78条２項４号）であれば，
主務大臣等の証明を要することなく，特定寄
附金として寄附金控除の対象とされた（21）。

 おわりに

以上のとおり，近年における寄附金制度の

改正は，ふるさと納税に係る返礼割合等の規
制（Ⅱ），政党等寄附金の対象から「寄附を
した者に特別の利益が及ぶと認められる」寄
附金を除外する趣旨の徹底（Ⅲ），信託財産
が委託者に帰属しないことを前提とした公益
信託税制の整備（Ⅳ）等に見られるように，
寄附金控除の対象となる寄附金が「経済的な
利益の無償の供与」である（反対給付その他
の経済的な利益の享受を伴わない）ことをよ
り厳格に求める傾向にあると理解できる。
今後も，寄附金控除という租税優遇により
真に促進されるべき寄附のあり方について
は，私人による「公共の福祉」の実現という
意味での「共助」に資するからこそ，本来で
あれば，同じく国家による「公共の福祉」の
実現という意味での「公助」のための財源に
充てられるべき租税負担が軽減されるとい
う，寄附金制度の趣旨を踏まえた議論の深化
が必要であると考えられる（22）。

Ⅴ

（21）財務省前掲註（20）101頁参照。
（22）Vgl. Michael Droege, Gemeinnützigkeit im offenen Steuerstaat, Habil. Frankfurt a.M. 2009, Tübingen
2010. 書評として，拙稿「学界展望（租税法）」国家学会雑誌126巻11＝12号（2013年）1125頁。また，「公共
の福祉」という概念について，参照，ヨーゼフ・イーゼンゼー『国家・公共の福祉・基本権』（弘文堂，2019
年）。
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特集 清算型遺贈における
課税関係の考察
清塚　樹◉ 税理士

3

 はじめに

近年，独身世帯の増加や，親族関係の希薄
化を背景に，相続財産を公益法人や NPO 法
人などの非営利法人に寄付を希望するケース
が増えてきている。
非営利法人への寄付については，現金寄付
であれば税務上の問題が生じることはない
が，不動産や有価証券などの現物財産が絡む
寄付を実施する場合には，課税関係に留意す
る必要がある。
本稿では，個人から公益法人などの非営利
法人に対する遺贈寄付のうち，不動産や有価
証券などの現物財産を換価売却してから寄付
をする，いわゆる清算型遺贈に関して，実務
上の留意点を検討することとする。

清算型遺贈における法律関係

遺贈の種類は，特定遺贈と包括遺贈の２種
類にわけることができ，さらに特定遺贈に
は，特定の財産を遺贈する特定物遺贈と，不

特定の財産を遺贈する不特定物遺贈の２種類
がある。
清算型遺贈は，遺贈の対象物が換価代金で
あり特定の相続財産そのものではないことか
ら，不特定物遺贈の一種と考えられている。
よって清算型遺贈の法形式としては，特定遺
贈のうちの不特定物遺贈と，包括遺贈のいず
れかに該当する。
受遺者における遺贈の法律的な効力として
は，不特定物遺贈であれば遺贈義務者に対す
る換価代金の請求権として債権的な効力を有
しており，包括遺贈であれば遺贈の目的物に
対する物権的な効力を有している。さらに両
者の大きな違いは，特定遺贈は積極財産だけ
を取得するのに対して，包括遺贈は相続人と
同一の権利義務を取得するとして積極財産と
消極財産の両方を承継する点にある。そのほ
かにもさまざまな違いがあり，それゆえに遺
贈が包括遺贈であるか特定遺贈であるかはき
わめて重要な問題であるが，その判断は必ず
しも容易ではない（１）。民法においても，こ
れら２つの遺贈の定義や区別の標識に関する
定めは全くないといわれているため，遺言内
容の解釈が重要になる。
遺言内容の解釈は，遺言書の字句によるこ

Ⅰ

Ⅱ

（１）［3, p. 341］
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特集 清算型遺贈における
課税関係の考察
清塚　樹◉ 税理士

3 とが原則であるが，いたずらに遺言者の字句
に拘泥するべきではない（２）。遺言書の全記
載との関連，遺言書作成当時の事情及び遺言
者の置かれていた状況などを考慮して遺言者
の真意を探究し当該条項の趣旨を確定すべき
とされている（最高裁昭和58年３月18日第二
小法廷判決）。

清算型遺贈における課税関係

１ 譲渡所得の帰属
（1） 実務上の問題
清算型遺贈では，財産の換価処分すなわち
売却手続きが必要になる。このとき売却した
財産の譲渡所得は誰に帰属するのか，不動産
であれば売却時点の登記名義人たる相続人に
帰属するのか，清算型遺贈を受ける受遺者に
帰属するのかが所得税法上は明文化されてお
らず，実務上の問題となる。
以降では，清算型遺贈により，不動産を換
価売却し，相続人以外の第三者に遺贈寄付す
る場合の課税関係を考察する。

（2） 実質所得者課税の原則
譲渡所得とは，資産の譲渡による所得をい
い（所法33①），その本質は，キャピタル・
ゲイン（capital gains），すなわち所有資産
の価値の増加益であって，譲渡所得に対する
課税は，資産が譲渡によって所有者の手を離
れるのを機会に，その所有期間中の増加益を
清算して課税しようとするものである（３）。
資産の所有権者は資産の使用，収益，処分
の権限を有していることから，譲渡した資産

の所有権を有している者に譲渡所得が帰属す
るものと考えられる。そのため譲渡所得の帰
属については，譲渡した資産の所有権者が誰
であるかを認定すればよいことになり，不動
産の所有権者は，一義的には登記名義人とな
る。
一方で，清算型遺贈における売却時点の登
記名義人は相続人となるが，これは中間省略
登記を避けるための便宜上の処理にすぎな
い。さらに相続人は所有権者として売却代金
を受け取る権利がない。
このように清算型遺贈の場面では，相続人
は登記実務の要請により一時的な登記名義人
にはなるものの，遺贈によって経済的利益を
得ることがないため，譲渡所得税を負担すべ
き合理的な理由が見当たらない。よって清算
型遺贈における譲渡所得の帰属については，
登記名義により単純に課税関係を考えるとい
うことは実態になじまないと考えられる。
このような場合における所得の人的帰属の
ルールとして，所得税法12条では実質所得者
課税の原則を規定している。
実質所得者課税の学説上の解釈としては，
課税物件の法律上の帰属につき，その形式と
実質とが相違している場合には，実質に即し
て帰属を判断すべきという法律的帰属説と，
課税物件の法律上の帰属と経済上の帰属が相
違している場合には，経済上の帰属に即して
判断すべきという経済的帰属説の２つの見解
がある（４）。法的安定性と税務行政の観点か
ら，法律的帰属説が妥当である（５）と解され
ている。以降では，遺贈の種類別に清算型遺
贈における譲渡所得の帰属を，実質所得者課
税の原則に当てはめて検討を行う。

Ⅲ

（２）［3, p. 337］
（３）［1, p. 264］
（４）［1, p. 182］
（５）［1, p. 182］
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（ア） 清算型遺贈が包括遺贈に該当する場合
包括遺贈の場合には，遺贈により物権的効
力が生じ，受遺者は換価される財産に対し
て，実質的な所有権を有することとなる。し
たがって，実質所得者課税における法律的帰
属説に則れば，形式的には登記名義人たる相
続人が所有権者であるものの，実質的には包
括受遺者が所有権者であることから，包括遺
贈の場合には受遺者に譲渡所得が帰属すると
考えられる。
（イ） 清算型遺贈が特定遺贈（不特定物遺

贈）に該当する場合
特定遺贈（不特定物遺贈）の場合には，受
遺者は遺贈義務者に対して金銭履行請求権と
して債権的な効力のみを有するため，包括遺
贈のように所有権を基準とした帰属の判定は
妥当しないものと考えられる。
実質所得者課税の原則の解釈としては，学
説，裁判例ともに法律的帰属説による解釈を
原則としつつ，例外的に，経済的帰属説によ
る解釈を必要とする見解が見受けられる。千
葉地裁昭和62年５月６日判決（TAINS：
Z158‒5919）は，法律的帰属説が原則としな
がらも，法律的形式と経済的実質の不一致が
立証されるような例外的な場合に初めて，経
済的帰属説に即した所得の帰属を認容すると
判示している。
清算型遺贈では，登記実務の便宜のために
相続人の登記を経由するが（登記研究質疑応
答822 189頁），経済的利益は受遺者が享受
するのであり，千葉地裁判決における法律的
形式と経済的実質の不一致があることは明ら
かである。よって例外的解釈である経済的帰
属説による解釈が成り立ち，特定遺贈（不特
定物遺贈）の場合にも，受遺者に譲渡所得が
帰属するものと考えられる。

２ 非営利法人に対する清算型遺贈のみなし
譲渡課税
所得税法は，資産の譲渡により収入として
実現したキャピタル・ゲインに対してのみ課
税することを原則としているが，キャピタ
ル・ゲインに対する無限の課税の繰延を防止
することを目的に，法人に対する無償の資産
の譲渡等があった場合には，例外的に時価に
よる譲渡があったものとみなして課税するこ
ととしている（所法59）。
非営利法人に対する遺贈寄付が行われた場
合には，遺贈の対象物が現物の財産であれ
ば，法人に対する遺贈として，被相続人に対
してみなし譲渡課税が生じることに異論はな
い。
では非営利法人に対する清算型遺贈におい
ても，被相続人にみなし譲渡課税が生じ得る
のか，以下のとおり考察する。
（ア） 清算型遺贈が包括遺贈に該当する場合
包括遺贈の場合には，遺贈の効力が発生す
ると同時に，財産に対する所有権が移転する
ため，所得税法59条によるところの無償の資
産の移転があったとして，みなし譲渡課税が
適用されると考えられる。
（イ） 清算型遺贈が特定遺贈（不特定物遺

贈）に該当する場合
不特定物遺贈の場合には，受遺者は遺贈義
務者に対する換価代金を請求する権利のみを
有しており，財産に対する所有権は有してい
ない。このことから清算型遺贈が特定遺贈
（不特定物遺贈）に該当する場合には，受遺
者である非営利法人に対して資産の移転が
あったとはいえないためみなし譲渡課税の適
用に疑義が生じるが，筆者は以下の理由によ
り，みなし譲渡課税が生じるものと考えてい
る。
① 譲渡所得とは，所有資産の価値の増加
益であって，資産の譲渡によって所有者
の手を離れるのを機会に，その所有期間
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中の増加益を清算して課税しようとする
清算課税説が判例となっていること（最
高裁昭和43年10月31日判決）。

② 現行のみなし譲渡課税は課税を繰り延
べる必要のない資産の移転の場合に限り
適用される。仮に清算型遺贈においてみ
なし譲渡課税を生じさせないとすると，
所有者が所有していた期間の資産の含み
益は，非営利法人に帰属させることにな
り，資産の譲渡が収益事業に該当しない
限り課税の機会が永遠に失われることに
なる。結果として，無限の課税の繰り延
べが実現されてしまうことになり，みな
し譲渡課税の制度趣旨に反すると考えら
れること。

③ 生前に資産を売却して寄付するような
場合には通常の譲渡所得課税がされるの
に対して，清算型遺贈の場合には課税が
されないとなると，同様の状況にあるも
のを同様に課税すべきことを要求する租
税公平主義に反すること。

（ウ） 小括
非営利法人に対する清算型遺贈は，包括遺
贈にせよ，不特定物遺贈にせよ，遺言者の意
思により資産を処分して遺贈するものであ
り，その機会を捉えてみなし譲渡課税により
譲渡所得を課税することは清算課税説とも矛
盾しないと考えられる。
なお清算型遺贈の課税のタイミングに関し
ては，売却手続きよりも前に遺言の効力が発
生するため，時系列でいえば売却に係る譲渡
所得よりも先にみなし譲渡課税に係る譲渡所
得が発生すると考えられる。被相続人に帰属
していた資産の増加益は，みなし譲渡課税に
より大部分が清算されていると考えられるた
め，そのあとの売却に係る譲渡所得について
は，相続発生から売却までに相当程度時間が
かかった場合や，みなし譲渡課税において採
用した時価と実際の売却価額との間に著しい

乖離がある場合等を除き，大きな問題になる
ことは少ないものと考えられる。

３ 遺贈寄付による租税債務の承継
（1）現行法令における取り扱い
上述したとおり，非営利法人に対して含み

益のある財産の遺贈寄付（清算型遺贈を含む）
が行われた場合には，被相続人に対してみな
し譲渡課税の適用を受けると考えられる。こ
のとき申告納税義務は誰が承継するのかが問
題になる。
所得税法125条では，被相続人が年の中途

において死亡した場合に，その年の確定申告
書を提出しなければならないときは，その相
続人は相続開始の翌日から４月以内に準確定
申告書を提出しなければならないと規定して
いる。また所得税法２条２項において，相続
人には包括受遺者を含むと規定されている。
さらに国税通則法５条１項においては，相続
人及び包括受遺者による国税の納付義務の承
継が規定されている。ここで注意すべき点
は，申告納税義務の承継に特定受遺者は含ま
れていない点である。
これを非営利法人に対する遺贈寄付の場面
において当てはめると，みなし譲渡による被
相続人の準確定申告は，包括遺贈であれば，
包括受遺者である非営利法人が申告納税義務
を承継することになるが，特定遺贈であれ
ば，特定受遺者である非営利法人が申告納税
義務を承継する法律的な根拠がないため一義
的には相続人が承継することになる。
所得税法125条及び国税通則法５条の規定

が，被相続人に課されるべき国税の納税義務
を相続人（筆者注：包括受遺者を含む）に承
継させることとしている趣旨は，相続人は当
該相続によって被相続人からこれに見合う財
産の承継があるということを前提にしている
ものと考えられる。
その前提からするならば，特定遺贈により
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遺贈寄付が実施され，被相続人の準確定申告
が必要になった場合には，被相続人から遺贈
による経済的利益を享受していない相続人に
対して申告納税義務のみを承継させることは
不合理というほかない。この点に関しては，
一定の要件に該当する特定遺贈の場合には，
特定受遺者にも納税義務を課すべく，何らか
の法の整備が必要なのではないかと考えられ
る（６）。

（2） 実務的な対応
非営利法人に対する遺贈寄付については，
ガバナンスからの要請やリソースの問題によ
り包括遺贈による遺贈寄付は受けられないと
いう団体が多いように思う。包括受遺者は，
相続人と同じ立場で権利義務を承継すること
になり，場合によっては遺産分割協議にも参
加する必要があることから，団体の負担を考
えれば当然であろう。よって実務上は，特定
遺贈による遺贈寄付が一般的である。
前述のとおり，特定遺贈による遺贈寄付が
行われた結果，被相続人の準確定申告が必要
となる場合には，その申告及び納税義務は相
続人が承継することとなる。
しかしながら，相続人の立場からすれば，
自らは財産の遺贈を受けていないにもかかわ
らず，その遺贈に起因する税負担のみを負わ
されることとなり，この点について納得し難
いと感じるであろうことは想像に難くない。
相続人からの同意が得られなければ，遺言執
行に支障をきたすこともありえる。
よって非営利法人に対する遺贈寄付でみな
し譲渡課税の発生が見込まれる場合には，遺
言に受遺者が負担する旨をあらかじめ明記し
ておくことが望ましい。清算型遺贈において
は，「その換価金を……換価にかかる諸経費，

遺言執行者に対する報酬及び遺言者の債務・
負担を控除した残額を……遺贈する」という
一文をいれることが多いと思われるが，みな
し譲渡に係る税金も受遺者が負担すると，
はっきりと明記しておくことが考えられる。
余談であるが，遺贈寄付で受け入れる財産

以上の資金負担が生じないのであれば，遺贈
寄付を受けるためのコストと捉え，相続人に
対して税金相当の資金負担をしている団体も
少なくないようだ。なお公益法人や認定NPO
法人など税制優遇を受ける非営利法人は，寄
付者に対する特別の利益の供与の禁止が規定
されている。特定遺贈によるみなし譲渡の場
合に，本来相続人が負担すべきものを受遺者
である法人が負担したことにより，直ちにこ
の規定に抵触するとは考えにくいが，実務を
担当する専門家としてそのような規定がある
ということは，頭の片隅に置いておいた方が
よいと考えられる。

４ 債務控除との関係
相続税法13条は，相続人と包括受遺者につ
いて，債務控除の適用を認めており，相続税
法14条において対象となる債務は「確実と認
められるものに限る」と規定されている。
みなし譲渡に係る所得税については，包括
遺贈であれば包括受遺者である公益法人が負
担することとなり，相続人が負担する余地が
ないことから，債務控除の適用はないと考え
られる。
一方で，特定遺贈の場合には，法形式上

は，みなし譲渡に係る所得税は，相続人が負
担すべき義務を負うが，遺言においてみなし
譲渡に係る所得税を，受遺者が負担すべきこ
とを明記した場合に，相続人が負担する確実
な債務とはいえないため，債務控除の適用に

（６）［2, p. 53］
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疑義が生じる。

 おわりに

清算型遺贈は，遺言の内容や解釈によって

実務上の判断に迷うことが少なくないと思わ
れる。相続発生後の限られた時間のなかで困
難な対応を迫られることも想像される。相続
発生前から関与できる場合には，生前のうち
に遺言者の想いや考えを当事者間で共有し，
課税関係を整理しておくことが望ましい。

Ⅳ

＊ ＊ ＊
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特集 企業版ふるさと納税のこれまで
の歩みと今後のあり方について
植田　皓太◉ 内閣府地方創生推進事務局・内閣官房地域未来戦略本部事務局

4

 はじめに

地方創生応援税制（以下「企業版ふるさと
納税」という。）は，政府が認定した地方公
共団体（都道府県及び市町村）の地域再生計
画に掲げる地方創生の取組に対し，企業が寄
附を行った場合に，通常の寄附で受けられる
損金算入措置に加えて法人関係税（法人税，
法人住民税及び法人事業税）の税額控除が受
けられる制度である。最大で寄附額の約９割
にあたる税の軽減効果が実際に寄附を行った
日が属する事業年度に適用されるため，実質
的に寄附額の約１割の企業負担で地方公共団
体の地方創生の取組を応援することができる
制度となっている。また，税額控除を受ける
ことができる寄附額の下限を10万円と低めに
設定しているため，大企業だけではなく中小
企業にとっても活用しやすい制度となってい
る。なお，本制度の狙いが「地方への新たな
資金の流れをつくること」であることなどか
ら，本社（地方税法（昭和25年法律第226号）
における「主たる事務所又は事業所」をい
う。）が所在する地方公共団体への寄附につ
いては本制度の対象外としているところであ
る（資料１参照）。
企業版ふるさと納税は，政府全体として地

方創生の機運が高まり始めた平成28（2016）
年度に誕生した制度であり，先述した「地方
への新たな資金の流れをつくる」という基本
理念のもと，今年で10年目の節目を迎えてい
る。制度創設以降，寄附実績は右肩上がりで
堅調に推移しており，最新となる令和６
（2024）年度のデータでは，寄附額が前年比
約1.3倍の631.4億円，寄附件数も前年比約1.3
倍の18,457件といずれも過去最高を記録して
おり，地方創生の取組を全国各地で推進して
いくための大きな原動力となっているところ
である。
本稿では，この企業版ふるさと納税につい
て，これまでの10年間の制度の歩みを概観す
るとともに，今後の課題や展望を解説してい
きたい。
なお，文中意見にわたる部分は筆者の個人
的な見解であり，筆者の所属する内閣府・内
閣官房の公式な考え方ではないことをあらか
じめお断りさせていただく。

企業版ふるさと納税のこれ
までの歩み

先述したとおり，企業版ふるさと納税は
「地方への新たな資金の流れをつくる」こと
を通じて，各地方公共団体における地方創生
の取組を資金的に後押しするために，平成28

Ⅰ
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特集 企業版ふるさと納税のこれまで
の歩みと今後のあり方について
植田　皓太◉ 内閣府地方創生推進事務局・内閣官房地域未来戦略本部事務局

4

年度に創設された制度である。
当時は，日本の人口動態のデータから将来
の人口推計に関する分析を行った日本創生会
議のいわゆる「増田レポート」において，「消
滅可能性都市」という言葉がクローズアップ
されるなど，地方で加速度的に進行する人口
減少・高齢化と東京一極集中が我が国の課題
として広く認識され始めた頃であり，それら
の課題に重点的に対処するため，内閣官房に
まち・ひと・しごと創生法（平成26年法律第
136号）に基づく「まち・ひと・しごと創生
本部事務局」（現在は「地域未来戦略本部事
務局」に改組）が設置されるなど，政府全体
として地方創生の取組をより一層クローズ
アップしていく流れがあった。そのような中
で，地方公共団体だけで複雑化した地域課題
の解決に取り組むのではなく，地域外も含め
た企業（民）の力を活用しつつ，官民連携に
より地方創生を進めていくことが重要だとい

う考え方から，個人版のふるさと納税に並ぶ
制度として企業版ふるさと納税が新たに創設
された。
制度創設後，令和２（2020）年度税制改正
において，地方創生の更なる充実・強化に向
け，地方への資金の流れをより一層大きなも
のにしていく観点から，①税制の適用期限を
令和６年度まで５年間延長するとともに，②
税額控除の割合をそれまでの２倍に引き上
げ，税の軽減効果を最大約９割（改正前は最
大約６割）としたほか，地方公共団体が制度
を利用しやすくなるような改正（寄附活用事
業の事業費の確定前であっても寄附の受入れ
を可能にすることや，企業版ふるさと納税の
制度を活用するために作成が必須となる地域
再生計画の作成負担の軽減を図ること）を
行った。特にこの制度改正以降，寄附実績は
大きく伸びており，寄附額については，当該
改正前の令和元（2019）年度には33.8億円

資料１



46 ZEIKEN-2026.3（No.246）

だったところ，令和２年度は110.1億円（前
年度比226％増）と，寄附件数についても同
様に，令和元年度には1,327件だったところ，
令和２年度は2,249件（前年度比69％増）と
大幅な増加となっている（資料２参照）。
その後，令和７（2025）年度税制改正にお
いては，多くの地方公共団体や企業から制度
の延長を望む声が挙がったことを踏まえ，税
制の適用期限の３年間の延長がなされたとこ
ろであり，現行で令和９（2027）年度末まで
は企業版ふるさと納税の制度が政策税制とし
て存在することとなっている。
具体的な活用事例に目を向けると，全国で
多数の独創的な官民連携による地方創生の取
組が生まれており，たとえば，北海道大樹町
における宇宙関連産業拠点（ロケットの発射
場や滑走路を備えた宇宙港「北海道スペース
ポート」など）の整備事業や神奈川県平塚市
における波力発電関連分野での新産業創出事

業，奈良県明日香村における歴史的な古墳
（牽牛子塚（けんごしづか）古墳など）の復
元・整備による観光魅力化事業や徳島県神山
町における約20年ぶりの新設高専「神山まる
ごと高専」の設立・運営事業など，企業版ふ
るさと納税を活用した民間企業からの資金調
達により，その地域の強みや特色を活かした
事業を展開し，独自の地方創生の取組を進め
ているケースが目立つ。また，平成30（2018）
年７月に発生した西日本豪雨や，令和４
（2024）年１月１日に発生した能登半島地震
など，大規模な自然災害が発生した際に，被
災した地方公共団体に対する寄附が増加する
傾向があり，個人版のふるさと納税と同様
に，災害からの復旧・復興を目指す地方公共
団体の大きな力となっている側面が見られる。
次に，企業の寄附の目的やきっかけに着目
すると，制度が始まった当初は，寄附企業の
創業地や工場などの拠点所在地といった地

資料２
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縁・所縁の観点からのものが主流であった一
方，近年は，脱炭素や子育て支援といった地
方公共団体の取組自体への共感の観点からの
ものや，地方公共団体とのパートナーシップ
の構築や自社の事業分野の活性化，人材派遣
を通じた人材育成（後述する企業版ふるさと
納税（人材派遣型）のスキームを活用した場
合）といった企業発展の観点からのものが主
流となるなど，寄附のトレンド自体が徐々に
変化している様相が見てとれる。さらに最近
では，地方公共団体における寄附活用事業の
企画立案段階から企業が積極的に参画してい
く事例も見られるところであり，この制度を
通じた地方公共団体と企業とのパートナー
シップの構築のあり方にも様々なバリエー
ションが生まれている。
また，寄附後に寄附企業側が感じたメリッ
トとしては，「企業の PR やイメージアップ
につながったこと」や「寄附先の地方公共団

体はもちろん，寄附活用事業に関係するNPO
や学校法人とのパートナーシップの構築につ
ながったこと」，「SDGs や ESG の推進に寄
与することができたこと」や「（地方公共団
体の事業への協力を通じて，自社への誇りを
感じることによる）社員のモチベーション
アップにつながったこと」など，様々な声を
いただいている。
なお，令和２年度には，通常の企業版ふる
さと納税に加え，新たな類型として「企業版
ふるさと納税（人材派遣型）」を新設した。
企業版ふるさと納税のスキームを活用しつ
つ，専門的知識やノウハウを有する企業人材
の地方公共団体等への派遣を促進することを
通じて，官民連携による地方創生のより一層
の充実・強化を図ることを企図した制度であ
り，具体的には，通常の企業版ふるさと納税
にプラスして，寄附企業が，地方公共団体に
おける寄附活用事業を推進するために，人件

資料３
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費相当額を負担（寄附）しつつ寄附先の団体
に人材を派遣するものとなっている（資料３
参照）。
派遣人材が地方公共団体の職員として直接
任用されるパターンや，地域活性化事業を行
う団体等であって，寄附活用事業に関与する
ものにおいて採用されるパターンなどの類型
があり，制度創設から令和６年度末までで，
133団体において174名（いずれも延べ数）の
派遣受入れがなされた。
地方公共団体側としては，特に小規模の市
町村において役場のマンパワー不足が顕著と
なる中で，「専門的知識やノウハウを有する
人材を，人件費の負担なく地方創生プロジェ
クトの推進役として受け入れることができる
こと」や「関係人口の創出・拡大に期待でき
ること」などのメリットがあり，企業側とし
ては，「地域に根差した人材育成の場として
活用できること」などのメリットがある制度

であり，通常の企業版ふるさと納税に比べて
より大きな地方創生へのインパクトが期待で
きるものとなっている。

これからの企業版ふるさと
納税のあり方

次の10年間を見据えた企業版ふるさと納税
のあり方を考えるにあたってまず重要なの
は，継続的な制度の発展のため，寄附企業の
裾野をより広げていくことである。寄附額・
寄附件数は近年も堅調に伸び続けていること
は先述したとおりであるが，一方で，寄附企
業の伸びは令和６年度で前年度比約1.1倍
（令和５年度：7,680社→令和６年度：8,464
社）と，近年伸びに鈍化が見られる（資料４
参照）。
このような状況を好転させるため，現在当
事務局では，対面やオンラインで地方公共団

Ⅲ
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体と企業が交流を行い，企業版ふるさと納税
の更なる促進を目指す「マッチング会」や，
地域への波及効果が高く，特に顕著な功績を
あげたと認められる全国の事例を地方公共団
体部門と企業部門に分けてそれぞれ表彰する
ことにより，優良事例の横展開を図る「企業
版ふるさと納税に係る大臣表彰式」，地方公
共団体職員向けのオンライン研修会などの取
組を行っているが，これに加えて，志のある
地方公共団体の地方創生の取組を応援したい
企業と，民間の力を活用した地方創生の取組
を推進したい地方公共団体がよりつながりや
すくする仕組みを今後構築すべく構想を進め
ている。さらに，過年度に当事務局が制度活
用企業を対象に実施したアンケートの結果に
おいては，本制度の活用における支障とし
て，「社内において，また，ステークホル
ダーに対して，なぜその地方公共団体に寄附
をするのか・寄附による社会的意義は何か・

寄附をしたことによる自社のメリットは何か
を説明することが難しかった」という回答が
多く挙げられていたため，このようなハード
ルを緩和するための環境づくり（たとえば，
企業が公募により寄附先の地方公共団体・寄
附事業を決める取組等の事例を横展開してい
くことなど）も併せて進めていきたいと考え
ている。
また，個人版のふるさと納税と異なり，企
業版ふるさと納税においては寄附を受けた地
方公共団体から寄附企業への経済的な見返り
や利益供与（返礼品を贈呈することや通常よ
りも有利な利率で資金の貸付けを行うこと，
寄附企業しか応札できないような条件を合理
的な理由なく設けて競争入札等を行うことな
ど）を禁止しているところであるが，近年，
このルールに違反した事例が見られた。
同様の事例の再発を防ぎ，制度の健全な発
展を促す観点から，令和７年４月１日より，

資料５
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寄附活用事業の実施にあたり留意すべき事項
のチェックリストの導入や，ルール違反によ
り地域再生計画の認定取消しを受けた場合の
再申請に係る欠格期間（２年間）の導入な
ど，地方公共団体側の制度改善策を講じた
（資料５参照）。
この制度改善以降に同様の違反事例は発生
していないが，現状として，経済的な見返り
や利益供与を受けた企業側にはペナルティと
なる制度が存在しておらず，地方公共団体か
ら経済的な見返りや利益供与を受けたまま，
企業版ふるさと納税の税額控除がそのまま適
用され続けてしまう状況かつ引き続き企業版
ふるさと納税の制度を活用可能な状況である
ことから，そのような状況の見直しを当事務
局において検討しているところであり，今後
具体的な制度設計を進めていく予定としてい
る。

 おわりに

企業版ふるさと納税について，これまでの
歩みと今後の課題や展望を解説してきた。制
度創設から10年目の節目を迎える今年度は，
企業版ふるさと納税が，地縁・所縁などを
きっかけとした「お世話になった土地への感
謝の気持ちを表す」ためのものから，そのよ
うな性格に加えて，「官民連携による地方創
生を持続的に進めていくための手段やきっか

けのひとつ」となっていくような変化が，こ
れまで以上に顕著に見られた一年であったと
感じている。
昨年10月に誕生した高市内閣においては，
これまで政府が推進してきた既存の地方創生
の取組に加え，「地域未来戦略」として，大
胆な投資促進策とインフラ整備を一体的に講
ずることによる日本各地での産業クラスター
の戦略的な形成や，地場産業の付加価値向上
と販路開拓の強力な支援による地域の既存産
業の成長促進など，地方が持つ伸びしろを活
かしつつ，より経済に重きを置いた取組を各
地域で展開することとしているところである。
そのような流れを「官民連携の促進」の観点
からより推進していくための手段として，引
き続き企業版ふるさと納税の制度は地方公共
団体にとって有効なものであり続けると考え
ている。
当事務局としても，先述した政府全体のト
レンドを踏まえつつ，これまで以上に多くの
企業に企業版ふるさと納税をご活用いただけ
るよう，制度自体の積極的な PRを含め，よ
り制度を利用しやすい環境づくりに努めるこ
ととしている。ただその一方で，制度が健全
な形で活用され，今後も持続的に発展してい
くよう，是正が必要なポイントはしっかりと
した見直しを図っていきたいと考えている。
官民連携の重要な仕組みのひとつである企業
版ふるさと納税の今後の発展に，引き続きご
注目いただけると幸いである。

Ⅳ
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特集 相続税制における寄附
金制度の今後のあり方
岩品　信明◉ 弁護士・税理士

5

 はじめに

共助社会の実現に向けた寄附金制度のあり
方を考えるに当たっては，日本人の寄附への
関心を考えてみたい。寄附への関心が強けれ
ば各種税目において充実した制度が整備され
てきたであろうし，そうでなければそれほど
充実した制度は整備されてこなかったと思わ
れる。また，今後，税制を整備して寄附を積
極的にするように誘導することも考えられる
が，前提として，そもそも日本人の寄附への
関心の程度を認識しておく必要がある。

GDP に占める個人寄附総額の割合は，米
国が1.44％であるのに対し，日本は0.12％と
約12分の１である（下図参照）。米国やイギ
リスは寄附が定着していると思われるため
GDP比率が高いのに対し，日本やフランス，
中国などでは社会との関わり合い方が消極的
であったり，個人主義的な性向が強いこと，
社会制度（共産主義）などの点から GDP 比
率は低くなっている。日本人は寄附に対して
あまり積極的ではないように思われるが，そ
の理由としては，政治参加や社会参加全般で
消極的な姿勢がみられることや，寄附を集め
る慈善団体や宗教組織に対する信頼感が低い
ことなどが指摘されている（坂本治也編著『日

Ⅰ

（％）

（出典）坂本・後掲書29頁図1‒3より抜粋。

図 GDP に占める個人寄附総額の割合
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本の寄付を科学する』（明石書店，2023年）
35頁）。

 相続税制における寄附金制度

１ 概要
（1）国等寄附の非課税特例制度とは
相続税制における寄附金制度としては，

「国等に対して相続財産を贈与した場合等の
相続税の非課税等」（租税特別措置法第70条
第１項）（以下「本制度」又は「国等寄附の
非課税特例制度」という）が整備されてい
る。本制度は，相続又は遺贈により財産を取
得した者が，当該取得した財産を，相続税の
申告期限までに，国若しくは地方公共団体又
は公益社団法人若しくは公益財団法人その他
の公益を目的とする事業を行う法人のうち特
定の公益法人（租税特別措置法施行令第40条
の３に規定された法人）に寄附した場合に
は，寄附した財産は相続税の課税対象としな
いというものである。本制度の趣旨として
は，相続又は遺贈による財産の取得直後にお
ける公益法人等への財産の寄附は，被相続人
の意思等に基づいて行われるものが多いこと，
我が国においては，民間事業による科学，教
育の振興，社会福祉の向上等が重要であり，
法人税や所得税において公益社団法人・公益
財団法人等の特定の公益法人等に対する寄附
金控除が認められていることとも併せて相続
税においてもそれらの財産は非課税財産とさ
れているものであると言われている（１）。
なお，被相続人の意思により国等に遺贈に
より寄附すること（遺贈寄附）があるが，国
等には相続税は課税されないため，本稿では
取り上げない。

（2）相続税制上の取扱い
本制度の適用により，寄附した財産に相当
する金額について，相続税の課税価格を減少
させることができるため，相続人としては相
続税の税負担を軽減することができる。ま
た，相続税は累進課税となっており，税率は
10％から55％までであるため，本制度を適用
して相続税の課税価格を減少させることがで
きれば，適用される税率を下げられる可能性
もあり，この点でも相続人は相続税の税負担
を軽減することができる。さらに，所得税や
住民税の寄附金控除を適用することも可能で
あり，ふるさと納税を選択すれば返礼品を受
領することもできる。
一方，特定の公益法人で贈与を受けた者

が，贈与があった日から２年を経過した日ま
でに特定の公益法人に該当しないこととなっ
た場合や，贈与により取得した財産をその贈
与があった日から２年を経過した日において
なおその公益を目的とする事業の用に供して
いない場合には，相続税が課税されることに
なる（租税特別措置法第70条第２項）。この
ように，本制度の濫用防止の措置も講じられ
ている。

（3）要件
国等寄附の非課税特例制度の適用の主な要
件は以下のとおりである。

① 贈与の相手方
贈与の相手方は，国若しくは地方公共団
体又は公益社団法人若しくは公益財団法人
その他の公益を目的とする事業を行う法人
のうち特定の公益法人に限定されている。
② 贈与する財産
対象となる贈与財産は，相続又は遺贈に
より取得した財産である。

Ⅱ

（１）武田昌輔監修『コンメンタール相続税法３巻』（第一法規）4077頁参照。
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なお，本制度が適用されるのは，相続後に
相続人が自らの意思によって贈与をする場合
であり，遺言書に相続財産を寄附するように
指示が記載されている場合には，被相続人の
意思により贈与を行ったと判断されるため本
制度の対象にはならない。

③ 贈与の期限
相続税の申告期限までに贈与する必要が

ある。

（4）適用手続き
相続税申告書に，本制度の適用を受けよう
とする旨記載し，かつ，本制度の適用を受け
る財産の明細書その他所定の書類（租税特別
措置法施行規則第23条の３第２項）を添付し
て申告する必要がある（租税特別措置法施行
令第40条の３第５項）。特に，その他所定の
書類として，寄附の受領者の発行する寄附金
受領証明書を添付する必要がある。

２ 寄附金制度の課題
（1）寄附についての考え方
相続人が，被相続人の生前の意思を汲んで
国等に相続財産の一部を寄附することは想定
し得るものであり，国等寄附の非課税特例制
度の必要性は認められる。例えば，被相続人
が生前に，「故郷に恩返しをしたかった」や
「大学で身に付けた知識が役に立ったので感
謝している」などを相続人に伝えながら寄附
をできずに死亡し，相続人が被相続人の意思
を汲んで，被相続人の出身の地方公共団体や
出身大学に寄附をすることも考えられる。

日本ファンドレイジング協会の『寄付白書
2025』によれば，「将来資産があれば，亡く
なる際に一部を遺贈寄付してもよいと思う」
と考えている人が44.8％いるとのことである
ため（２），相続財産を取得した場合には国等
に寄附することを検討する相続人も一定数は
いると思われる。なお，これは亡くなる際の
遺贈寄附についてのアンケートであり，国等
寄附の非課税特例制度のような相続人による
寄附とは，寄附の意思を有する者や寄附の時
点が異なっている（被相続人の死亡時の寄附
か，相続人が相続財産取得時の寄附か）こと
に留意する必要がある。

（2）国等寄附の非課税特例制度の利用状況
本制度については，平成27年分の適用件数
は573件，適用金額は6,702百万円とされてい
る（３）。同年分の相続税の課税対象となった
被相続人数は約10万３千人（なお，被相続人
数であり，課税割合は8.0％）であるため（４），
課税対象となった被相続人数のうち本制度を
適用した割合は0.56％，１件当たり11.7百万
円であり，本制度はあまり利用されていない
のが実態である。

【国等寄附の非課税特例制度の適用件数と適用金額】

平成25年分 平成26年分 平成27年分

適用件数 369件 397件 573件

適用金額 29,992百万円 7,562百万円 6,702百万円

（出典）会計検査院・前掲資料より抜粋。

（２）日本ファンドレイジング協会『寄付白書2025』インフォグラフィック公開（https://jfra.jp/pdf/gj2025_
infographic.pdf）11頁〔寄付についての考えの変化〕。

（３）会計検査院「租税特別措置（相続税関係）の適用状況等について」（平成29年11月）（https://report.jbaudit.
go.jp/org/h29/ZUIJI1/2017-h29-Z1011-0.htm#1011_3_1）（国会及び内閣に対する報告（随時報告））。なお，
平成28年分以降についての資料は見当たらなかった。

（４）国税庁「平成27年分の相続税の申告状況について」（平成28年12月）（https://www.nta.go.jp/information/
release/kokuzeicho/2016/sozoku_shinkoku/index.htm）
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（3）課題
国等寄附の非課税特例制度があまり利用さ
れていない理由としては以下のものが考えら
れる。

① 寄附の期限や適用手続きの厳格性
相続人は，相続を迎えたときには動揺

し，悲嘆するなど，被相続人を亡くした精
神的な辛さが相当期間続く。また，相続財
産を把握することや，相続人間で遺産分割
協議をすることにも相当に手間と時間がか
かる。そのため，寄附の期限である相続税
の申告期限（相続開始を知った日の翌日か
ら10月以内）までに，寄附をすることまで
思い至らないか，寄附をしたいと考えても
実際に寄附をして寄附金受領証明書を受領
し，相続税申告書に反映させることは困難
である。
② 相続税の税負担軽減策としては効果が

大きくはないこと
国等寄附の非課税特例制度により非課税
となるのは，寄附した相続財産であり，相
続税，所得税，住民税の税負担を軽減する
ことができるが，寄附した相続財産相当額
は財産が減少することになる。通常，相続
税，所得税，住民税の税負担軽減額は，寄
附した相続財産相当額よりも小さいため，
税負担軽減効果以上に相続財産は減少して
しまうことになる。例えば，相続税の適用
税率が20％，所得税の適用税率が20％，住
民税が10％の場合（復興特別所得税などは
考慮しない）には，100を寄附したときに
は，相続税20，所得税20，住民税10の合計
50の税負担軽減が見込まれるが，100を寄
附するため，全体としては50（100－50）
の支出となってしまう。相続人が相続財産
をできるだけ減らさないで相続税等の税負
担を軽減させたいと考えた場合には，寄附
をしないことが最もメリットがあるため，
本制度はそれほど大きな税負担軽減効果が

見込めるものではない。

 今後のあり方

１ 寄附税制の整備についての需要の検証
被相続人が故郷の地方公共団体や出身大学
等に対して寄附をしたいと思っていても寄附
できずに死亡してしまい，相続人が被相続人
の意思を汲んで寄附をすることなどがあり，
このような場合にも相続税の控除を認めるべ
きであるため，本制度の存在意義はあると思
われる。
一方，「日本人は寄付行動に限らず，政治

参加や社会参加全般で消極的な姿勢がみら
れ」，「日本人は寄付を集める慈善団体や宗教
組織に対する信頼感が低い。そのことが寄付
に対する強い不安感や寄付の低調につながっ
ている。」（坂本・前掲書35頁）と指摘されて
いるように，寄附金が適正に活用されるのか
などの点で寄附金の受領者への不信感があ
る。また，本制度は税負担軽減としてはあま
り大きな効果はないと思われる。このような
点から，本制度の利用は活発ではないと考え
られる。
今後の寄附税制のあり方を考えるに当たっ
ては，社会的な需要がないのか，社会的な需
要があるのに税制の問題により利用が盛んで
はないのかなど，現状の利用状況を十分に分
析すべきであると考える。

２ 課題解決のための方策
前述のように，国等寄附の非課税特例制度
の社会的な需要についての検証が必要である
と思われるが，それを措いたとしても現状の
制度には課題があり，改正の必要性があると
考える。

Ⅲ
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（1）寄附の期限の延長や適用手続きの緩和
前述のように，相続税の申告期限までに寄
附をするという期限があり，また，寄附の実
行や各種書類の添付など適用手続きは厳格で
ある。相続人は被相続人の死亡を悲しみなが
ら，どうにか遺産の整理と遺産分割協議をし
て相続税の申告を期限に間に合わせているの
が実情である。そのため，遺産の整理と遺産
分割協議をしているうちに相当期間が経過し
てしまい，その後に，相続人として国等に寄
附したいと考えても，申告期限までに国等に
寄附をし，寄附金受領証明書を取得して添付
することまでは間に合わず，結果として，国
等に寄附することを断念することがある。こ
のような場合であっても所得税と住民税の税
負担軽減は可能であるが，相続税についても
本制度を適用できる余地を認めるべきと思わ
れる。そのためには，例えば，本制度の適用
期限を相続税の申告期限よりも延長し，相続
税の申告期限後に国等へ寄附した場合であっ
ても本制度を適用して相続税の還付を受けら
れるように改正することが考えられる。
また，寄附金受領証明書を取得して相続税
申告書に添付することが要件とされるが，寄
附先が速やかに事務処理をして寄附金受領証
明書を発行してくれるかどうかは分からな
い。そのため，申告時の添付書類から寄附金
受領証明書を除外することや，相続税の申告
期限後に寄附金受領証明書など一定の書類を
追完できるような改正が認められても良いと
考える。

（2）効果的な税負担軽減策とすること
我が国の国等寄附の非課税特例制度は税負
担軽減策としては効果が薄いと考えられる
が，どの程度税負担軽減効果のある制度にす
るかという点については，本制度の必要性や
税収なども考慮して慎重に検討すべき事項で
あると思われる。ふるさと納税のように，返

礼品の価額を考慮すると寄附した金額以上の
税負担軽減効果を見込める制度はあり，同様
の税負担軽減効果が生じれば本制度の利用は
活発化すると思われるが，ふるさと納税のよ
うな制度は稀であり，また，そこまでの税負
担軽減効果を与えるかどうかという点で議論
はあろう。

（3）参考
参考までに，米国での大学への寄附制度を
紹介したい。
米国では大学へ多額の寄附がなされてお

り，寄附金が大学運営の財政基盤を形成して
いる点で日本の大学とは大きな相違がみられ
る。米国では，寄附金により大学運営の財政
基盤を強化し，奨学金制度を充実させて優秀
な学生を集め，研究機器などを整備してより
高度な研究をし，結果的に，大学が研究開発
の有力な拠点となっている。そして，大学と
企業が積極的に共同研究を行い，また，卒業
生・在校生が起業する（シリコンバレー）な
ど，大学への寄附が産業の発展にも寄与して
いる。
2021年の高等教育機関への寄附総額は7.2
兆円と推計され，一大学当たりの平均額は私
立の博士研究型大学で200億円，州立の博士
研究型大学で167億円，私立の学士型大学で
22億円とされている（坂本・前掲書177頁）。
一方，日本の大学については，2020年度の国
立大学における寄附受入額は総額1,345億円
（一大学当たり15.6億円），私立大学の寄附受
入額は総額940億円（一大学当たり1.5億円）
である。
米国において大学へ多額の寄附がなされる
背景としては，過去の税制改正において，連
邦政府レベルで税制優遇措置が講じられてお
り，株式を寄附することが認められているた
め，株式の大学への寄附が多いようである
（坂本・前掲書179頁）。また，州政府レベル
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では，マッチングファンドという制度が採用
され，寄附行動を誘発する政策がとられてい
る（同上）。マッチングファンドとは，非営
利団体が寄附金の受取額に応じて追加的に政
府等から補助金を受領する制度のことを指
し，例えば，大学に100ドルの寄附をすると，
それに応じて政府から当該大学に100ドルの
追加的な補助金が配分される制度である。寄
附者からみると政府と共同して，大学の教育
研究活動により大きな貢献をすることが可能
となる。

国立大学法人等への運営費交付金や私学助
成金においても，上記のようなマッチング
ファンドの考え方を一部に導入して，多額の
寄附を集めるとそれに応じて運営費交付金や
私学助成金も増加するように，大学側として
より多くの寄附を集めるようなインセンティ
ブが働くように制度設計することも検討され
よう。
なお，相続（遺産税）における制度ではな
いため，そのまま参考にはできないことにご
留意頂きたい。


